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１ 監査委員制度 
 

監査委員（地方自治法第１９５条～１９９条） 

監査委員は、地方自治法に基づき市長から独立した公平な立場で市の監査を担うため

設置されており、監査委員が行うとされている監査等の行為は、市の事務の管理及び執

行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、市

民の福祉の増進に資することを目的としています。 

また、監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財政管理、事業の経営管理その他

行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て市長が選

任します。 

岐阜市では、識見を有する者から２人、議員から２人の合計４人の委員が選任されて

います。 

 

【岐阜市監査委員（令和７年度）】 

区 分 氏 名 就 任 期 間 

識見委員 

代表監査委員 
常 勤 中本 一美 令和５年４月１日～令和９年３月３１日 

識見委員 非常勤 御子柴 慎 令和６年４月１日～令和１０年３月３１日 

議選委員 非常勤 浅野 裕司 令和６年５月２４日～令和７年５月１５日 

議選委員 非常勤 石原 宏基 令和６年５月２４日～令和７年５月１５日 

議選委員 非常勤 谷藤 錦司 令和７年５月１６日～議員の任期による 

議選委員 非常勤 箕輪 光顕 令和７年５月１６日～議員の任期による 

    

監査委員事務局（地方自治法第２００条） 

  監査委員が行う監査等を補助するため監査委員事務局が設置されています。 

 

【組織図（令和７年度）】 

 

  事務局長 ― 監査課長 ― 監査係（７人） 
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２ 主な監査等 
 

定期監査（財務監査）（地方自治法第１９９条第１項及び第４項） 

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、及び水道、

病院など公営企業に係る事業の管理が合理的、効率的に行われているかについて監査 

（平成３０年度から企業会計を除く全部等を２つに分け、隔年で全課を対象に実施） 

 

行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

行政組織、職員配置、事務処理手続等、市の事務の執行が、合理的、効率的に行われ

ているかについて定期監査と併せて実施 

 

随時監査（財務監査）（地方自治法第１９９条第１項及び第５項） 

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施 

 

工事監査（随時監査として実施） 

工事の設計及び施工が、法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかを書類

調査及び現場調査により監査 

 

財政援助団体等に対する監査（地方自治法第１９９条第７項） 

補助金その他財政的援助を与えている団体について、当該財政的援助に係る出納その

他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査 

 

決算審査（地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項） 

一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算に係る審査で、決算の内容が正しいか、

予算が適正かつ効率的に使われているかについて審査 

 

 基金運用状況審査（地方自治法第２４１条第５項） 

  基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正

かつ効率的に行われているかについて審査 

 

健全化判断比率及び資金不足比率審査 

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第２２条第１項） 

前年度の決算等から算定された、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率）、公営企業の資金不足比率が適正に算定されているか

について審査 
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例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月、日を定めて検

査（一般・特別会計、市民病院事業会計、中央卸売市場事業会計、水道事業会計及び下

水道事業会計） 

 

住民監査請求に基づく監査（地方自治法第２４２条） 

市の公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて、違法又は不当な事実が認め

られるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について監査 

 

内部統制評価報告書審査（地方自治法第１５０条第５項） 

市長から審査に付された内部統制評価報告書について評価が評価手続に沿って適切に

実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ

ているかについて審査 

 

※ 監査終了後には、監査結果（指摘事項・意見事項）を市長及び議会に対して報告す

るとともに、市のホームページ等（令和７年度延べ８回）にて公表しています。また、

監査対象部等に対しては、指摘事項・意見事項及び指示事項を部長等に対して通知し

ています。 

 なお、監査において指摘事項と意見事項については、３月末時点の措置状況の報告

を求め、その時点で未措置のものについては、更に同年９月末時点の報告を求め、措

置状況の進行管理を行っています。 
 

指摘事項 

（１）法令、条例、規則等に抵触し、重大な影響を及ぼす事項又

はそのおそれのある事項で、直ちに対応することを適当と

認めたもの 

（２）不適切な事案の再発防止のために直ちに対応することを適

当と認めた事項 

（３）その他直ちに対応することを適当と認めた事項 

意見事項 

（１）効率性、経済性、有効性等の観点から、是正又は改善のた

めに検討することを適当と認めた事項 

（２）その他指摘事項には至らないが、特に言及することを適当

と認めた事項 

指示事項 
事務処理上の軽微な誤り等指摘事項又は意見事項には至らな

い事項 
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※ 監査委員の職務権限が及ばないもの（全国都市監査委員会 監査実務提要） 

・条例そのもの（可否、当不当等）の監査 

・予算編成事務の監査 

・政策の適否あるいは政策判断の妥当性まで踏み込んでの監査 

 

３ 定期監査及び行政監査（随時監査含む） 

定期監査及び行政監査について、全部等の２分の１に対し、監査を実施しました。（企

業会計については全会計実施） 

令和７年度の定期及び行政監査の実施部等は、一般・特別会計のうち、 

①企画部 

②財政部・固定資産評価審査委員会 

③ぎふ魅力づくり推進部 

④市民協働生活部 

⑤子ども未来部 

⑥環境部 

⑦女子短期大学 

⑧教育委員会 

⑨会計管理者 

⑩議会 

⑪監査委員 

  並びに企業会計のうち、上下水道事業部、経済部中央卸売市場及び市民病院です。 

また、福祉部の不適正な財務会計事務に対する再発防止策の随時監査や急傾斜地崩壊

対策工事の工事監査を実施しました。 

 

  これらの部等の定期監査等を実施した結果、「指摘事項 ６４件」、「意見事項 ７件」、

「指示事項 ５３件」について、是正又は改善若しくは検討を求めました。 

また、本市において適正な事務執行を図るため、内部統制の取組について、異常事案

（リスク）（以下「リスク」という。）を特定し、事前対応策等を講じており、この際、

地方公共団体を取り巻くリスク一覧※によりリスクを分類しています。 

そこで、令和６年度から、内部統制の取組における分類に原則合わせ、指摘事項等が

どのようなリスクに該当し、その多寡はどうであったかを明確にすることで、市を取り

巻くリスクを的確に把握することができると考え、また、指摘事項や意見事項を受けた

部等以外の部等においても参考にしていただくため、監査結果報告書における分類及び

件数の整理方法を見直しました。 
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件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数

のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出した結果、「指摘事

項 ９８件」、「意見事項 １１件」、「指示事項 ５６件」となりました。 

※ 「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成２１年３月：地方公共団体

における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメ

ージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したもの。監査結果報告書においては、これら一覧

のリスクに該当しないものとして、さらに「未収金の回収」「事務執行」を追加しています。 

  なお、令和７年度からリスクの一覧に「書類の紛失」「現金の不適正な管理」が追加されま

したが、令和６年度以前の指摘事項等に対しては、当該リスクをカウントしていません。ま

た、令和６年度以前の指摘事項等について、一部カウントを見直したものがあるため、合計

件数が令和６年度の監査結果報告書と異なる箇所があります。 

 

１４頁以降に、指摘事項及び意見事項の具体的な事例を掲載しています。 

  なお、軽微な事項については、別途指示しています。 
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（１）特に留意した事項 
 

ア 一般・特別会計 

 令和７年度は以下の事項について特に留意し、監査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 （ア）市外出張に係る復命書 

 市外出張に係る復命書について、岐阜市事務決裁規則等に則り適正に作成等され

ているか、特に留意し監査を執行するため、調査を実施しました。 

調査の内容及び方法並びに監査の結果は、次のとおりです。 

ａ 調査内容 

（ａ）復命書が作成されているか。 

    （ｂ）原則、１週間以内に作成されているか。 

（ｃ）出張目的を完遂したことを証する内容及び結果などが具体的に記載されてい

るか。 

    （ｄ）命令権者に回覧されているか。 

ｂ 調査方法 

対象期間中に行われた市外出張から課ごとに３つを抽出し、ａの（ａ）から（ｄ）

について確認する。 

 

        １３５件の市外出張に係る復命書について監査した結果、「指示事項 ５件」の改

善を求めました。なお、概ね復命書に出張目的を完遂したことを証する内容及び結

果などが具体的に記載されていることを確認しました。 

      

（イ）個人情報の適正な取扱い  

個人情報について、岐阜市情報セキュリティポリシー等に則り適正に取り扱われ

ているか、個人情報を取り扱うＵＳＢメモリの管理、個人情報を含む郵便物の送付

事務、委託契約書における個人情報保護に関する書類の添付状況等の３つの視点に

特に留意し監査を執行するため、調査を実施しました。 

（ア）市外出張に係る復命書 

（イ）個人情報の適正な取扱い 

（ウ）各課が所有又は使用している公用車の管理及び公用自転車を所有 

している課における対応状況等 
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視点ごとの調査の内容及び方法並びに監査の結果は、次のとおりです。 

ａ 個人情報を取り扱うＵＳＢメモリの管理 

（ａ）調査内容 

       ⅰ ＳＫＹＳＥＡデバイスに登録等された管理番号は適正か。 

       ⅱ 施錠可能な場所に保管されているか。 

       ⅲ 毎月、棚卸確認がされているか。 

（ｂ）調査方法 

ⅰについては、提出された調査票の管理番号の記載内容、貼付された管理番

号が分かる写真及び毎月の棚卸完了後にエクスポートして作成するｃｓｖファ

イル（以下「ｃｓｖファイル」という。）の管理番号欄の内容をそれぞれ確認す

る。 

       ⅱについては、保管場所・状況が分かる写真を確認する。 

       ⅲについては、ｃｓｖファイルのステータス欄の内容を確認する。 

 

１１３個の個人情報を取り扱うＵＳＢメモリの管理について監査した結果、「指

示事項 ９件」の改善を求めました。 

 

ｂ 個人情報を含む郵便物の送付事務 

（ａ）調査内容 

         定例的な送付事務（毎回、複数の者へ送付するもの）について、 

ⅰ 職員が封入・宛名書き等を行う際に、誤送付を避けるための対策を講じて

いるか。 

       ⅱ 誤送付を避けるための対策がマニュアルに明記されているか。 

（ｂ）調査方法 

ⅰ及びⅱについて、提出された調査票の記載内容及び業務マニュアル等を確

認する。 

 

         １５６件の個人情報を含む郵便物の送付事務について監査した結果、業務マニュ

アルの整備など「指示事項 ３件」の改善を求めました。 

ｃ 委託契約書における個人情報保護に関する書類の添付状況等 

（ａ）調査内容 

      ⅰ 契約約款の添付等はされているか。 

ⅱ 仕様書等に個人情報取扱特記仕様書の添付に係る記載はあるか。また、添

付等はされているか。 
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ⅲ 仕様書等に情報セキュリティ対策チェックシートの提出に係る記載はある

か。ある場合、提出されているか。 

（ｂ）調査方法 

対象期間中に締結された委託契約から、各課契約のもの（情報システム関係

除く）から課ごとに３つを抽出し、（ａ）のⅰからⅲについて確認する。 

 

         監査の結果、委託契約書における個人情報保護に関する書類の添付状況等につい

て、特に指摘事項、意見事項、指示事項が必要な事項はありませんでした。 

 （ウ）各課が所有又は使用している公用車の管理及び公用自転車を所有している課に 

おける対応状況等 

公用車について、岐阜市公用車管理規程等に則り適正に取り扱われているか、ま

た、公用自転車を所有している課における対応状況等について、特に留意し監査を

執行するため、調査を実施しました。 

視点ごとの調査の内容及び方法並びに監査の結果は、次のとおりです。 

ａ 各課が所有又は使用している公用車（以下「各課管理車」という。）の管理 

（ａ）調査内容 

ⅰ 各課管理車は車両管理簿に記録されているか。（共済期間、車検期間及び自

賠責保険期間が正しく記載されているか。） 

ⅱ 運転日誌が作成されているか。（運転後のアルコールチェックが行われてい

るか。） 

ⅲ 公務中の事故について、自動車事故発生報告書が作成されているか。 

（ｂ）調査方法 

ⅰについては、提出された調査票、車両管理簿、自動車共済期間が分かるも

の、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の内容を確認する。 

       ⅱについては、提出された運転日誌の内容を確認する。 

       ⅲについては、提出された調査票及び文書管理システムから、令和６年４月

から最長令和７年１１月末までに発生した事故の内容を確認する。 

 

         ８６台の各課管理車の管理について監査した結果、「指示事項 ３件」の改善を求

めました。 

 

ｂ 公用自転車を所有している課における対応状況等 

（ａ）調査内容 

        公用自転車及び職員が通勤に使用する自家用自転車について、 
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ⅰ 公用自転車を保管する、又は自家用自転車を公務使用する理由、用途及び

頻度。 

ⅱ 自転車損害賠償責任保険等に加入されているか。 

ⅲ ヘルメットは常備されているか。 

ⅳ 使用時の記録（日誌）は作成されているか。 

ⅴ 公務中の事故について、報告書が作成されているか。 

（ｂ）調査方法 

ⅰからⅴまでについて、提出された調査票の記載内容を確認する。 

 

         ４９台の公用自転車を所有している課における対応状況等について監査した結果、

「指摘事項 １件」の是正を求めました。 

 

イ 企業会計 

企業会計は、令和６年度に一般・特別会計において留意した事項について監査を実 

施しました。 

 

 
 
 
 

 （ア）市外出張に係る復命書 

 ８頁の「ア 一般会計・特別会計（ア）市外出張に係る復命書」に記載した内容

と同様 

 

６２件の市外出張に係る復命書について監査した結果、「指示事項 ２件」の改

善を求めました。なお、概ね復命書に出張目的を完遂したことを証する内容及び結

果などが具体的に記載されていることを確認しました。 

 

 （イ）個人情報の適正な取扱い 

 ８～１０頁の「ア 一般会計・特別会計（イ）個人情報の適正な取扱い」に記載

した内容と同様 

 

ａ 個人情報を取り扱うＵＳＢメモリの管理 

           １１個の個人情報を取り扱うＵＳＢメモリの管理について監査した結果、「指

示事項 ４件」の改善を求めました。 

 

 

（ア）市外出張に係る復命書 

（イ）個人情報の適正な取扱い 
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ｂ 個人情報を含む郵便物の送付事務 

           ２３件の個人情報を含む郵便物の送付事務について監査した結果、業務マニ

ュアルの整備など「指示事項 ２件」の改善を求めました。 

ｃ 委託契約書における個人情報保護に関する書類の添付状況等 

           監査の結果、委託契約書における個人情報保護に関する書類の添付状況等に

ついて、特に指摘事項、意見事項、指示事項が必要な事項はありませんでした。 

 

 

（２）予算の流用 
 

予算の流用に関しては、財政部から「予算格付けのない執行や予算の流用について

は、法令改正や災害等、やむを得ない事情のために必要なものについてのみ、遅滞な

く事務手続きを行うこと」との通知が発出されていることから、引き続き流用の状況

について調査しました。 

その結果は、下記に記載のとおり、育児休業の代替雇用に伴う経費のように流用す

ることがルール化されているものや、予算編成時には予測できないものであり、やむ

を得ない流用であったと思われます。 

予算編成に際しては、引き続き所管事業の精査を十分に行うことで、適切な予算計

上に努め、特に、新規事業については、その内容を十分理解し、適切な予算計上を行

うよう指示しています。 

 

 

①  
 

育休等職員の代替雇用に伴うもの 
 

5 件 

②  予算編成時には予測できない外的要因によるもの 14 件 

③  公務災害の発生に伴うもの 0 件 

④  事業の見直しに伴うもの 0 件 

⑤  業務の増加に伴うもの 0 件 

⑥  事故等の賠償金を支出するため、流用が必要となったもの 0 件 

⑦  予算計上に起因し、流用が必要となったもの 0 件 

 ・予算計上漏れや誤りによるもの  

⑧  維持管理や故障等、緊急に対応するため、流用が必要となったもの 0 件 

 合計 19 件 

※ 流用件数は、企業会計（市民病院事業会計、中央卸売市場事業会計、水道事業会計、下水

道事業会計）を除く各部等の監査対象期間内（令和７年４月から最長１１月末まで）の件数

となります。 
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（３）交通事故の防止 

 

交通事故の防止については、各部等における公用車へのドライブレコーダーの搭載

のほか行政部管財課による交通安全研修の開催や交通事故防止についての通知が発出

されているものの、依然として交通事故が多数発生しています。 

令和７年度に定期監査・行政監査を実施した部等における監査対象期間に発生し

た交通事故件数の合計は３５件で、このうち後進中の事故が１６件ありました。また、

１６件中６件は、同乗者がいたが、誘導をしていませんでした。 

後進する場合には、同乗者の一人が車から降りて後方確認を行うことにより、事故

を未然に防止することが可能であったと考えられることから、平成２５年度以降、後

進する場合の後方確認について具体的な指導を行ってきましたが、同様の事故が発生

しており、今回も後方確認を徹底する等の指摘を行いました。 

それ以外の事故についても、駐車場等での静止物への接触など十分に注意していれ

ば防ぐことができたと思われる事例も多く、いずれも大きな事故につながる可能性が

あることから、該当部等に対し、職員に対する啓発や事故の再発防止などを指示しま

した。 

 

 

≪表１≫ 部等別交通事故件数 

部 等 名 監査対象期間 

 交 通 事 故 件 数 

 

うち後進中の事故件数 

 
うち同乗者有 

で誘導なし 

企画部 R 6. 4. 1～R 7. 7.31 0   

財政部・固定資産 

評価審査委員会 

R 6. 4. 1～R 7. 7.31 
6 3 3 

ぎふ魅力づくり 

推進部 

R 6. 4. 1～R 7. 8.31 
2 1 1 

市民協働生活部 R 6. 4. 1～R 7.10.31 1 1  

子ども未来部 R 6. 4. 1～R 7.11.30 0   

環境部 R 6. 4. 1～R 7. 8.31 14 4 2 

女子短期大学 R 6. 4. 1～R 7. 8.31 0   

教育委員会 R 6. 4. 1～R 7.11.30 4 4  

会計管理者 R 6. 4. 1～R 7. 8.31 0   

議会 R 6. 4. 1～R 7. 7.31 1   
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監査委員 R 6. 4. 1～R 7. 7.31 0   

市民病院 R 6. 4. 1～R 7. 3.31 0   

経済部中央卸売市

場 

R 6. 4. 1～R 7. 3.31 
1   

上下水道事業部 R 6. 4. 1～R 7. 3.31 6 3  

合   計 35 16 6 

（参考）令和６年度監査結果報告書 35 12 4 

 

 

（４）指摘事項 

 

（ア）法令、条例、規則等に抵触し、重大な影響を及ぼす事項又はそのおそれのある 

事項で、直ちに対応することを適当と認めたもの 

（イ）不適切な事案の再発防止のために直ちに対応することを適当と認めた事項 

（ウ）その他直ちに対応することを適当と認めた事項 

 
 

≪表２≫ 定期監査・行政監査における指摘事項 

No. 大項目 中項目 小項目 件数 

１ 

業務の効率的かつ効果的な遂行 

プロセス 

不十分な引継ぎ  ２ 

３ 進捗管理の未実施 １６ 

８ 意思決定プロセスの無視 ８ 

１１ 委託業者トラブル １ 

１４ ＩＣＴ管理 
コンピュータウィルス 

感染 
１ 

２０ 

業務に関わる法令等の遵守 

事件 職員等の不祥事（勤務中）  ３ 

２６ 

書類・情報の管理 

書類の紛失   ２ 

２７ 
証明書の発行時における

人違い 
１ 

３０ 個人情報の漏えい・紛失 ７ 

４１ 契約・経理関係 
契約誤り 

（積算・仕様書誤り） 
４ 

４４ 
支払誤り 

支払誤り 

（債権者や債務額誤り） 
６ 

４５ 支払誤り（遅延） １７ 
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４７ 
収入誤り 

収入誤り 

（債務者や債権額誤り） 
６ 

４８ 収入誤り（遅延）   １ 

５０ 

報告の信頼性の確保 

計上漏れ 検収漏れ １ 

５８ 
分類誤りによる 

計上 

システムへの科目入力 

ミス 
１ 

６０ 
資産の保全 資産管理 

不十分な資産管理   ２ 

６６ 現金の不適正な管理 １ 

８１ 
経営体リスク 

（その他のリスク） 
自然災害・事故 公共施設における事故 ４ 

１０８ その他 収入事務 未収金の回収 １４ 

リスク合計 ９８ 

事案件数（重複なし） ６４ 

 

※1 上記「No.」は「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成２１年３月：地方公共団

体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、

本市の実態に合わせて記載したもの。監査結果報告書においては、これら一覧のリスクに該当しないもの

として、さらに「No.108 未収金の回収」「No.109 事務執行」を追加しています。 

   なお、令和７年度からリスクの一覧に「書類の紛失」「現金の不適正な管理」が追加されましたが、令

和６年度以前の指摘事項等に対しては、当該リスクをカウントしていません。また、令和６年度以前の指

摘事項等について、一部カウントを見直したものがあるため、合計件数が令和６年度の監査結果報告書と

異なる箇所があります。 

 

※2 件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類さ

れる場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。 

 

 

≪指摘事項件数≫ （３１～３５頁参照） 

令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

９８件 １１６件 ６５件 ５９件 ５６件 ４２件 

 

 令和７年度の特徴として、契約誤り（積算・仕様書誤り）や収入誤り（債務者や債権額

誤り）が増加していました。また、特に件数が多かったものは、令和６年度に引き続き、

進捗管理の未実施や支払誤り（遅延）でした。 

各部等においては、組織として一層の指導徹底を指示しました。 
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 ◎主な指摘事項 

 

１ 不十分な引継ぎ、 ３ 進捗管理の未実施、 ４８ 収入誤り（遅延）、 ６６

現金の不適正な管理 

 

【指摘事項】（上下水道事業部） 

    岐阜市上下水道事業部企業会計規程第 37 条第 1項は、「現金取扱員は、現金を収

納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日の翌日ま

でに企業出納員に引き継がなければならない。」と規定している。 

また、同条第 2項は、「企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎ

を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日の翌日までに出納取

扱金融機関に払い込まなければならない。」と規定している。 

    しかしながら、令和 3年 7月 21 日に営業課窓口において現金で受領した受益者

負担金 35,600 円について、課内の金庫に保管したまま企業出納員に引継ぎを行っ

ていなかったため、出納取扱金融機関に払い込まれていなかった。さらに、当該負

担金が未納として取り扱われた結果、令和 5年 10 月 5 日、消滅時効分を除き督促

手数料を加えた 17,800 円を誤って徴収していた。 

      また、令和 7年 4月 22 日に誤って徴収した 17,800 円を返還する際、還付加算金

210 円が支払われていた｡ 

      今後は、岐阜市上下水道事業部企業会計規程を遵守し、適正な財務会計事務の執

行に努められたい。 

 

 

 ３ 進捗管理の未実施、 ８ 意思決定プロセスの無視、 ４５ 支払誤り（遅延） 
 

【指摘事項】（ぎふ魅力づくり推進部） 

  岐阜市会計規則第 64 条の 2第 1項は、支出負担行為として整理する時期は別表

第 2に定める区分によるものとし、別表第 2では、役務費の支出負担行為として整

理する時期は、「契約を締結するとき又は請求のあったとき」と規定している。 

  しかしながら、令和 7年 5月 1日付けで契約が締結された開館 40 周年記念企画

展「お江戸ブックワールド」岐阜バス車内広告料は、令和 7年 8月 5日に至るまで

支出負担行為書が作成されていなかった。 

  今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 
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３ 進捗管理の未実施、 ８ 意思決定プロセスの無視、 ４７ 収入誤り（債務者

や債権額誤り） 

 

【指摘事項】（ぎふ魅力づくり推進部） 

  地方自治法の一部を改正する法律（令和 5年法律第 19 号）による令和 5年 5月

8日公布（施行は令和 6年 4月 1日）前の地方自治法第 243 条は、「普通地方公共

団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴

収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならな

い。」と規定し、地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和 6年政令第 12

号）による令和 6年 1月 19 日公布（施行は令和 6年 4月 1日）前の地方自治法施

行令第 158 条第 1項は、「次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収

入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴

収又は収納の事務を委託することができる。」と規定し、次に掲げる普通地方公共

団体の歳入は、使用料及び手数料等に限定している。 

  また、令和 5年 5月 8日公布（施行は令和 6年 4月 1日）後の地方自治法第 243

条の 2第 1項は、普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関

する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち

当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、公金

事務を委託することができる旨規定し、同法第 243 条の 2の 5第 1項は、普通地方

公共団体の長が第243条の2第1項の規定によりその収納に関する事務を委託する

ことができる歳入等は、「指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の

確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの」及び「その性質上その収

納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以

外のもの」のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるも

のとする旨規定している。 

  なお、地方自治法の一部を改正する法律（令和 5年法律第 19 号）附則第 2条第

3項は、令和 8年 3月 31 日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日にお

いて現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者に当該従前の公金事

務を行わせることができる旨規定し、地方自治法施行令等の一部を改正する政令

（令和 6年政令第 12 号）附則第 2条は、令和 8年 3月 31 日までの間は、なお従前

の例により、この政令の施行の日の前日において改正前の地方自治法施行令により

現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者に当該従前

の公金事務を行わせることができる旨規定している。 

  さらに、岐阜市会計規則第 55 条第 1項は、指定公金事務取扱者の指定を受けよ

うとする者が提出する申出書に記載する普通地方公共団体の長が必要と認める事

項は、歳入等又は歳出の種類とする旨規定し、同条第 2項は、収入命令者及び支出

命令者は、指定公金事務取扱者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者
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に協議しなければならないとする旨規定し、同条第 3項は、指定公金事務取扱者の

指定は、会計管理者に合議の上、岐阜市事務決裁規則に定めるところにより決裁を

受け行うものとする旨規定し、同条第 4項は、指定公金事務取扱者に公金事務を委

託したときは、公金事務に係る歳入等の事項を告示する旨規定している。 

  しかしながら、市民スポーツ課において、市体育館等を管理運営する業務として

指定された指定管理者に対し、指定事業として「スポーツ教室の実施」を行わせる

にあたり、経過措置により改正前の地方自治法の規定が令和 6年 4月 1日以降令和

8年 3月 31 日まで適用されるが、その場合も雑入について収納事務を私人に委託

することは認められていないにもかかわらず、体育館スポーツ教室の開催時に受講

者から当該スポーツ教室の受講料及びスポーツ安全保険に係る保険料を雑入とし

て収納させていた。 

  さらに、令和 6年 4月 1日以降、改正後の地方自治法、同法施行令及び岐阜市会

計規則の規定により当該受講料及び保険料に係る公金事務を取扱うものとして指

定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議し、

会計管理者に合議の上、指定に係る決裁を受ける必要があるが、これをしていなか

った。 

  加えて、指定公金事務取扱者に公金事務を委託したときは、公金事務に係る歳入

等の事項を告示しなければならないにもかかわらず、これをしていなかった。 

  今後は、地方自治法、地方自治法施行令及び岐阜市会計規則を遵守し、適正な事

務執行に努められたい。 

 

 

 ３ 進捗管理の未実施、 ４５ 支払誤り（遅延） 
 

【指摘事項】（財政部） 

  政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 10 条は、支払の時期を書面により明

らかにしないときは、相手方が支払請求をした日から 15 日以内の日と定めたもの

とみなす旨規定している。 

  しかしながら、令和 6年 7月 16 日に税制課の担当職員が受領した令和 6年度 6

月分口座振替データ伝送用端末認証サービスに係る利用料の請求書について、当該

請求が会計課において処理される公共料金等の一括口座振替により支払われるも

のと誤認し支払処理をせず、請求書を文書保存キャビネットに保管してしまった結

果、利用料 4,510 円（支払期日 7月 30 日）が、8月 1日に支払われていた。 

  今後は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律を遵守し、適正な財務会計事務

の執行に努められたい。 
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２０ 職員等の不祥事（勤務中） 

 

【指摘事項】（環境部） 

     令和 6年 4月から令和 7年 8月までの間に、公用車の後退時における事故が 4

件発生し、そのうち 2 件は、職員が同乗していたが、降車及び誘導をしていなかっ

た。 

     後退時に降車及び誘導をするなど、安全確認の徹底について指導されたい。 

 

２６ 書類の紛失 
 

【指摘事項】（教育委員会） 

        契約は、原則として相対する二つ以上の意思の合致によって成立するものであり、

契約書は、後日契約上の紛争が生じた場合の合理的な解決に資するため、立証資料

となるものとされている。 

     しかしながら、岐阜商業高等学校において令和6年4月1日付けで締結された「岐

阜商業高等学校火災非常通報装置保守点検業務委託」に係る契約書（3か月分ごと

の年 4回支払）について、令和 7年 1月 7日、受託事業者から 3回目の請求に基づ

き、10～12 月分の支払手続を行おうとしたところ、支出命令書に添付する契約書

及び支出負担行為書等の書類一式が見当たらず、直ちに捜索したものの、当該契約

書等の書類一式が行方不明であることが判明した。このため、当該支払の代替手続

として、契約書については写しを用いて、支出負担行為書等については再出力等し

て支払われていた。 

 今後は、同様の事案が起こらないよう、チェック機能の強化による再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努められたい。 

 

 

２６ 書類の紛失、 ３０ 個人情報の漏えい・紛失 
 

【指摘事項】（市民協働生活部） 

        個人情報の保護に関する法律第 66 条は、「行政機関の長等は、保有個人情報の漏

えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置を講じなければならない。」と規定している。 

     しかしながら、京町公民館で実施した公民館講座に係る講師 2名の個人情報（氏

名、住所等）が記載された相手方登録申請書について、令和 6年 6月 27 日に公民

館主事が市民活動交流センターへ、庁内メール便にて発送したが、担当職員に届い

ておらず、相手方登録申請書が紛失した。 
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 また、公民館主事は相手方登録申請書を発送した旨を電子メールにより市民活動

交流センター担当職員宛てに送信したが、当該担当職員は、当該電子メールを認知

していなかったため、7月 11 日に至るまで相手方登録申請書が紛失していること

に気が付かなかった。 

     さらに、個人情報の安全管理のために適切な措置を講じなければならない立場に

ある市民活動交流センターは、相手方登録申請手続きについて、書類紛失のリスク

がない電子申請（ＬｏＧｏフォーム）の方法を各公民館主事に指導していなかった。 

     今後は、同様の事案が起こらないよう、職員に対し、個人情報の保護に関する法

律を遵守し、個人情報の取扱いに十分注意するよう指導徹底を図られたい。 

 

 

３０ 個人情報の漏えい・紛失 
 

【指摘事項】（教育委員会） 

   個人情報の保護に関する法律第 67 条は、個人情報の取扱いに従事する行政機関

等の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない旨規定している。また、同法第 66 条は、「行

政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定して

いる。 

   しかしながら、令和 6年 3月 13 日、鏡島放課後児童クラブの支援員が保護者 10

名あてに、また、5月 7日、柳津放課後児童クラブの支援員が保護者 50 名あてに 2

回に分けてパソコンを使用してメールを送信したところ、パソコンに適用されてい

るべき他の受信者のメールアドレスを強制的に非表示にして送信する機能が適用

されず、鏡島放課後児童クラブにおいては 10 名のメールアドレスを相互に見るこ

とができる状態で、柳津放課後児童クラブにおいては 1回目は 1名のメールアドレ

スを他の 25 名の受信者が見ることができる状態で、2回目は 1名のメールアドレ

スを他の 23 名の受信者が見ることができる状態で送信した。 

   今後は、同様の事案が起こらないよう、職員に対し、個人情報の保護に関する法

律を遵守し、個人情報の取扱いに十分注意するよう指導徹底を図られたい。 
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４４ 支払誤り（債権者や債務額誤り） 
 

【指摘事項】（議会） 

     岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令者は、支出命令書（支出負担行為書

兼支出命令書を含む。）を作成しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作

成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに支出の内容が法令

等又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。」と規定している。 

     しかしながら、市議会のペーパーレス化等を目的に令和 3年度から導入している

タブレット端末 50 台分のデータ通信サービス契約について、令和 7年 3月 1日の

契約更新時に、タブレット端末の契約台数は 50 台のまま、データ通信サービスに

係る回線利用数を 50 回線から 40 回線に変更したが、4月 25 日に通信事業者から

送付された 3月利用分の請求内訳書に、一部の通信費用項目が誤って 50 台分とし

て積算され請求されていたことに、議会総務課の支払担当職員が気が付かず、4月

30 日、本来 120,020 円を支払うべきところ、誤って 124,420 円支払われ、4,400

円が過払いとなった。 

     今後は、岐阜市会計規則等を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 

 

 

４４ 支払誤り（債権者や債務額誤り）、 ４５ 支払誤り（遅延） 
 

【指摘事項】（教育委員会） 

     岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令書を作成しようとするときは、予算

の節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤

並びに支出の内容が法令等又は契約に違反する事実がないかを調査しなければな

らない。」と規定している。 

     しかしながら、令和 6年 4月下旬、学校指導課の事業担当職員Ａが、新たに教育

支援委員会委員に就任した委員Ｘから相手方登録申請書を受領し、会計課に提出す

るとともに、同課の庶務担当職員Ｂにその写しを渡したが、職員Ｂは、財務会計シ

ステムに登録のあった委員Ｘと同姓同名の同委員会委員ではないＹ氏を委員Ｘと

誤認し、同課が管理する委員名簿に誤ってＹ氏の相手方登録番号、氏名及び住所を

記入した。職員Ａによる当該名簿の点検時においても、この誤記載に気が付くこと

ができなかったため、令和 6年度教育支援委員会定例会の開催等の都度、教育政策

課庶務係の支払担当職員が学校指導課からの支払依頼及び当該名簿に基づく支出

命令書を作成し回議した結果、委員会定例会等計 7回分の費用弁償（旅費）26,760

円を委員Ｘに支払うべきところ、誤ってＹ氏に支払われた。また、令和 7年 3月

31 日、報酬 21,404 円についても同様に誤ってＹ氏に支払われた。 
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     さらに、令和 7年度の委員名簿作成時、新任となった学校指導課の事業担当職員

Ｃは、再任した委員については改めて記載内容を確認しなかったため、委員Ｘの誤

記載に気が付かず、令和 7年度の委員会定例会等計 2回分の費用弁償 3,219 円につ

いても同様に誤ってＹ氏に支払われた。 

今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 

 

 

４５ 支払誤り（遅延） 

 

【指摘事項】（市民協働生活部） 

     岐阜市会計規則第 65 条第 1項は、「支出命令者は、支出命令書（支出負担行為書

兼支出命令書を含む。）を作成しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作

成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに支出の内容が法令

等又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。」と規定している。 

     また、令和 7～10 年度国民年金端末機操作業務委託契約書に添付されている仕様

書には、支払期日について業務終了後翌月末と記載されているが、同契約書に添付

されている契約約款には、請求書を受領した日から 30 日以内に支払う旨が記載さ

れており、支払期日の記載が異なる場合は、仕様書に記載されている支払期日を優

先する。 

     しかしながら、令和 7年 6月 10 日、国保・年金課担当職員が令和 7～10 年度国

民年金端末機操作業務委託料に係る令和 7年度 5月分の請求書を受領し、支出命令

書を作成した際、担当職員及び庶務係長は、支払期日について、契約約款の内容の

みを確認したため、業務終了後翌月末となる 6月 30 日までに支払うべきところ、

契約約款に記載されている請求書を受領した日から 30 日以内となる 7月 8日まで

と誤認した結果、会計課に支払期日の誤りを指摘され、5月分委託料 658,999 円が

7月 8日に支払われていた。 

 今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

22



 

 

 

 

 ４７ 収入誤り（債務者や債権額誤り） 
 

【指摘事項】（市民協働生活部） 

  岐阜市会計規則第 32 条第 1項は、収入命令者は、歳入を徴収しようとするとき

は、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令等又は契約

に照らし適正であること等を調査し、直ちにこれを調定しなければならない旨規定

している。 

  また、岐阜市生涯学習ふれあいルーム開設実施要綱第 7条は、「施設の利用に当

たっては、学校との交流活動や地区のふれあい活動を行う団体を対象としており、

使用料は、徴収しない。」と規定している。  

  しかしながら、令和 7年 7月 7日に厚見公民館において、公民館主事が、ふれあ

いルーム（クッキングルーム）の使用申込み（8月 7日使用分）があった者に対し、

施設使用料の納入義務が発生しないにもかかわらず、岐阜市公民館条例施行規則第

11 条が規定する「その他の公民館」の実習室と同等の料金（冷暖房器具（施設）

使用時の実習室使用料である午前 880 円と午後 1,180 円の合計額 2,060 円）を徴収

するものと誤認したため、誤って納入通知書を作成し、当該申込者に渡した結果、

7月 31 日に納付された。 

 今後は、岐阜市会計規則及び岐阜市生涯学習ふれあいルーム開設実施要綱を遵守

し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 

 

６０ 不十分な資産管理 

 

【指摘事項】（子ども未来部） 

        令和 7年 4月 22 日、子ども支援課が所管する土地（昭和 34 年に母子寮建設を目

的に土地購入。母子寮は平成 18 年度に廃止し、平成 19 年度に解体。）内の樹木が、

根腐れのため倒木したことにより、近隣民家のフェンスや屋根等を破損させた。 

 今後は、同様の事故が起こらないよう安全管理を徹底されたい。 

 

８１ 公共施設における事故 

 

【指摘事項】（ぎふ魅力づくり推進部） 

     令和 7年 7月 11 日に、鵜飼観覧船の乗船客が乗船時に提灯と船体を繋いでいる

紐に足を引っ掛け転倒し、怪我をする事故が発生した。 

     今後は、同様の事故が起こらないよう安全管理を徹底されたい。 
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【指摘事項】（教育委員会） 

 令和7年5月13日に本荘中学校敷地内において、除草作業中に飛び石が発生し、 

グラウンドにいた生徒に対する人身事故が発生した。 

  飛び石による物損事故については、令和元年度、令和 3年度及び令和 5年度の定

期監査においても同様の指摘をしている。草刈作業手順マニュアルの遵守、作業前

の安全確認や防護対策の措置について万全を期し、安全管理を徹底されたい。 

 

 

１０８ 未収金の回収 

 

【指摘事項】（財政部） 

        令和 6年度決算において、市税収納率は 96.4％で、前年度比 0.1 ポイント増で

あった。 

     業務の効率化の推進や人材育成の強化等により、滞納繰越分の早期回収に努める

ほか、滞納繰越が生じないよう現年課税分を回収するため、納税コールセンターの

運用開始や納付機会の拡充を図っており、収納率の向上が見られた。 

     しかしながら、令和7年7月末現在の未収金のうち、滞納繰越分は2,150,689,591

円であることから、今後とも、現年課税分の早期回収を図ることで滞納繰越の発生

を抑制するとともに、滞納繰越分の早期回収に努め、税負担の公平性確保及び市税

収入の安定確保に向け、更なる収納率の向上を図られたい。 

 

 

【指摘事項】（環境部） 

し尿処理手数料の過年度未収金は、前年度末と比較して 23 件、39,110 円の減で

あり、令和 7年 8月末現在では、388 件、545,120 円である。 

まちを美しくする条例過料の過年度未収金は、前年度末と変わらず、令和 7年 8

月末現在では、8件、16,000 円である。 

今後とも、現年度未収金の早期回収を図ることで過年度未収金の発生を抑制する

とともに、過年度未収金の早期回収に努められたい。 
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（５）意見事項 

 

   （ア）効率性、経済性、有効性等の観点から、是正又は改善のために検討することを 

適当と認めた事項 

 （イ）その他指摘事項には至らないが、特に言及することを適当と認めた事項 

 
 

≪表３≫ 定期監査・行政監査及び随時監査における意見事項 

No. 大項目 中項目 小項目 件数 

３ 業務の効率的かつ効果的な

遂行 
プロセス 

進捗管理の未実施   １ 

８ 意思決定プロセスの無視   １ 

２０ 

業務に関わる法令等の遵守 

事件 職員等の不祥事（勤務中）  ３ 

４１ 契約・経理関係 
契約誤り 

（積算・仕様書誤り） 
１ 

４５ 支払誤り 支払誤り（遅延） １ 

４７ 収入誤り 
収入誤り 

（債務者や債権額誤り） 
１ 

６０ 
資産の保全 資産管理 

不十分な資産管理 ２ 

６５ 現金の紛失 １ 

リスク合計 １１ 

事案件数（重複なし）  ７ 

 

≪意見事項件数≫ （３６～４０頁参照） 

令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

１１件 １６件 １２件 ２０件 ４件 ４件 

 

 令和６年度に実施した定期監査及び行政監査において、指摘事項となった福祉部の不適

正な財務会計事務に対する再発防止策については、適正に運用されていることを確認しま

した。 

 再発防止策について継続的な取組を指示しました。 
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 ◎主な意見事項 
 
 

３ 進捗管理の未実施、 ８ 意思決定プロセスの無視、 ４５ 支払誤り（遅延）、 

４７ 収入誤り（債務者や債権額誤り）、 ６５ 現金の紛失 

 

【意見事項】（福祉部） 

令和 7年 1月 6日から 2月 27 日までに執行した福祉部に対する定期監査及び行

政監査の結果、不適正な財務会計事務の執行として区分した 6項目 7件の指摘事項

について、業務の進捗把握又はスケジュールの管理を目的とする書類の活用や複数

人による確認体制の確立等により、再発防止策が確実に履行され、形骸化せず有効

に機能していることを確認した。 

     不適正事案を二度と発生させないよう、今後とも、これらの再発防止策に継続的

に取り組むとともに、取組を風化させることのないよう、再発防止策について、組

織への確実な浸透と継承に努められたい。 

 

 

２０ 職員等の不祥事（勤務中） 

 

【意見事項】（環境部） 

     令和 6年 4月から令和 7年 8月までの間に、公用車の事故が 14 件発生した。 

     前回の定期監査における報告件数（12 件）よりも増加しており、交通事故の防

止について、より一層の指導徹底を図られたい。 
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４１ 契約誤り（積算・仕様書誤り） 

 

【意見事項】（上下水道事業部） 

     岐阜市文書取扱規則第 27 条は、「事務担当者は、決裁の完了後、施行を要しな

い文書は保管の処置を、施行を要する文書は直ちに正確かつめいりょうに浄書し

なければならない。」と規定し、同規則第 30 条は、「文書の浄書を終わったときは、

必ず決裁文書との照合を行わなければならない。」と規定している。 

     しかしながら、令和 6年 5月に、維持管理課において給配水管修繕単価契約を締

結する旨の決裁の完了後、契約書を浄書する際、決裁文書とは異なる金額が記載さ

れた単価一覧表を添付し、さらに、当該決裁文書と浄書した契約書との十分な照合

を行わなかった結果、契約相手方（26 社）へ誤った単価一覧表を添付した契約書

を送付していた。 

     今後は、岐阜市文書取扱規則を遵守し、同様の事案が起こらないよう契約書の記

載内容の確認を徹底するとともに、チェック機能の強化による再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努められたい。 

 

 

６０ 不十分な資産管理 

 

【意見事項】（市民病院） 

        令和 6年 9月 26 日以降、看護師Ａは、看護研究に係るデータ整理のため、病棟

師長から、長期間ＵＳＢメモリを持ち出していた。期間中は、鍵の掛かる個人ロ

ッカーで保管していたが、鍵の掛からない自己のレターケースに保管することも

あったため、11 月 5 日に、看護師Ａが当該ＵＳＢメモリを自己のレターケースに

戻したつもりで帰宅したところ、翌日、紛失していることが判明した。 

     今後は、同様の事案が起こらないようＵＳＢメモリの適切な管理を徹底するとと

もに、チェック機能の強化による再発防止に努められたい。 
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４ 財政援助団体等に対する監査 
 

市が資本金等の４分の１以上を出資している法人（出資団体）、公の施設の管理を行

わせているもの（指定管理者）、市が補助金等を交付している団体（財政援助団体）に

ついて、計３団体を選定して監査を実施しました。 

 

監査対象団体 所管部 

出
資
団
体 

（公財）岐阜市学校給食会 教育委員会 

指
定
管
理
者 

ファミリーパークホールディングス 

（対象施設：岐阜ファミリーパーク） 
都市建設部 

財
政
援
助
団
体 

岐阜競輪運営協議会 

（岐阜競輪運営協議会負担金） 
行政部 

 

監査の結果、財政援助団体等に対し、「意見事項 ３件」、「指示事項 ２件」、所管部

に対し、「意見事項 １件」、「指示事項 １件」について、是正又は改善を求めました。 
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（１）意見事項 

 

≪表４≫ 財政援助団体等監査における意見事項 

No. 大項目 中項目 小項目 
件数 

団体 所管部 

３ 業務の効率的かつ 

効果的な遂行 
プロセス 

進捗管理の未実施 ２ １  

８ 意思決定プロセスの無視 １   

リスク合計 ３ １ 

事案件数（重複なし） ２ １ 

 

◎主な意見事項 

３ 進捗管理の未実施 

 

【意見事項】（所管部関係）（都市建設部） 

岐阜ファミリーパークの管理運営に関する協定書第 15 条第 4項は、指定管理者

は、毎年度終了後 30 日以内に、収支決算書を作成し、市に提出しなければならな

い旨規定している。また、岐阜ファミリーパーク指定管理者仕様書別表第 1は、年

間事業報告書の提出期日を毎年度終了後 30 日以内とする旨規定している。 

しかしながら、令和 6年度年間事業報告書のうち収支決算書について、令和 7

年 5月 29 日に至るまで提出されていなかったにもかかわらず、これをそのまま受

け取っていた。 

今後は、岐阜ファミリーパークの管理運営に関する協定書及び岐阜ファミリーパ

ーク指定管理者仕様書を遵守し、適正な事務執行に努められたい。 

 

３ 進捗管理の未実施、 ８ 意思決定プロセスの無視 

 

【意見事項】（団体関係）（（公財）岐阜市学校給食会） 

平成 26 年度の包括外部監査において「小口現金の管理規程を定めるなどして、

適切に管理していく体制を早急に構築するべきである。」と指摘があった。これに

対して、平成 27 年 9 月の措置状況報告は「27 年 1 月から小口現金を設け、処理を

開始した。」とのことであった。しかし、公益財団法人岐阜市学校給食会は、令和

7年 4月 1日に至るまで、小口現金取扱規程を整備することなく、小口現金を取り

扱っていた。 

今後は、適正な事務執行に努められたい。 
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指摘事項等部等別リスク件数推移一覧（定期監査・行政監査及び随時監査）

№ 部等名 指摘 意見 指摘 意見 指摘 意見 指摘 意見 指摘 意見 指摘 意見

1 市長公室 0 0 0 0 0 0

2 行政部・公平委員会 5 4 2 0 6 1

3 工事検査室 0 0 0 0 0 1

4 経済部・農業委員会 7 2 7 2 7 0

5 福祉部 0 5 55 1 8 7 6 0

6 保健衛生部 10 1 5 0 0 0 0 0

7 危機管理部
（旧都市防災部）

5 0 5 0 0 0

8 消防本部 4 0 5 3 2 0

9 まちづくり推進部 3 0 0 0 1 1 4 0

10 都市建設部 6 1 5 0 2 0

11 選挙管理委員会 1 0 0 1 0 1

― 旧市民生活部 8 1 9 0 2 0

12 企画部 2 0 0 0 0 0

13
財政部・
固定資産評価審査委員会 10 1 4 0 3 0

14 ぎふ魅力づくり推進部 16 0 6 0 6 0

15 市民協働生活部 11 0

16 子ども未来部 14 0 10 0 0 2 13 2

17 環境部 8 2 7 2 4 0

18 基盤整備部 0 0 0 5 13 3 2 1

19 女子短期大学 0 0 0 0 0 0

20 教育委員会 23 0 13 3 0 3 15 1

21 会計管理者 0 0 0 0 0 0 4 0

22 議会 1 0 1 0 0 0

23 監査委員 0 0 0 0 0 0

― 旧市民協働推進部 3 0 3 0

― 薬科大学
（R7～法人化） 0 0 6 0 1 0

小計 85 8 104 15 57 8 47 19 52 4 34 3

24 市民病院 3 1 10 0 6 0 5 0 2 0 6 0

25 経済部中央卸売市場 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

26 上下水道事業部 9 2 2 1 2 4 4 1 2 0 2 1

小計 13 3 12 1 8 4 12 1 4 0 8 1

98 11 116 16 65 12 59 20 56 4 42 4合　　計

令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度
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参考　指摘事項（リスク件数内訳）
定期監査及び行政監査（随時監査含む）の指摘事項等の件数について、分類別と部等別における過去６年分の推移をまとめました。

定期監査等実施部等（一般会計・特別会計）【グループ①】

No.
※1 中項目 小項目 具体例 （計） R7 R6 R5 R4 R3 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R7

※4 R6 R4 R2 R6 R4 R3
※3

R2
※3 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R5

※4 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2

1 不十分な引継ぎ
人事異動や担当者の不在時の事務引継が十
分に行われないことにより業務が停滞する。

0.8%
（3）

1 1 0 1 0 0 1 1

3 進捗管理の未実施
業務の実行過程において、業務の進捗状況を
管理していない。

16.1%
(61)

14 23 9 8 4 3 1 1 2 1 1 13 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1

7 郵送時の相手先誤り
職員の不手際により、郵便物を大量に誤送す
る。

1.6%
(6)

0 3 1 0 1 1 1 2 1

8 意思決定プロセスの無視
・新規業務を始める際に、業務の開始に関する
意思決定プロセスを無視する。
・支出負担行為書を起票せずに発注する。

9.2%
(35)

8 8 7 6 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 委託業者トラブル 業者に委託した内容が、適切に履行されない。
0.3%
(1)

1 0 0 0 0 0

14 ICT管理 コンピュータウィルス感染 コンピュータシステムがウィルスに感染する。
0.3%
(1)

1 0 0 0 0 0

18 予算執行 不適切な契約内容による業務委託
不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託
する。

0.8%
(3)

0 0 0 0 1 2 1 1

20 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。
4.5%
(17)

3 2 2 3 5 2 1 1 2 1 1 1

26 書類の紛失 支払のために必要な書類が紛失した。
0.5%
(2)

2 0 0 0 0 0

27 証明書の発行時における人違い 申請者を誤って証明書を発行する。
0.8%
(3)

1 2 0 0 0 0 2

30 個人情報の漏えい・紛失
職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得
し、外部に漏えいする。

6.1%
(23)

7 9 3 1 1 2 1 1 7 1 1

32 不正アクセス
コンピュータシステムが外部から不正アクセス
を受ける。

0.3%
(1)

0 1 0 0 0 0 1

35 予算執行 勤務時間の過大報告 勤務時間報告を過大に報告する。
0.3%
(1)

0 0 0 0 1 0

41 契約・経理関係 契約誤り（積算・仕様書誤り）
工事発注の際、積算金額や仕様書の記載誤
り、入札が中止となる。

1.1%
(4)

4 0 0 0 0 0

44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
・請求金額と異なる金額を支払う。
・委員への報償費を別人の口座へ振り込む。

8.7%
(33)

5 10 6 3 6 3 1 2 10 2

45 支払誤り（遅延） 請求書処理を失念し、支払いが遅れる。
15.3%
(58)

16 19 8 9 3 3 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1

46 不適正な補助金等の交付
補助基準に該当しない団体や個人等へ支払
う。

0.3%
(1)

0 0 1 0 0 0

47 収入誤り（債務者や債権額誤り）
・納入の通知に際して、記載する金額を誤り、徴
収額を誤る。
・施設利用料を別人の口座から引き落とす。

4.2%
(16)

5 3 1 3 3 1 2 1 1 1 2

49 収入誤り（請求漏れ）
国・県等への補助金交付申請を失念し、補助金
を受けられない。

0.3%
(1)

0 1 0 0 0 0 1

50 計上漏れ 検収漏れ
委託業者からの納品に関して、検収印を押し忘
れる。

4.2%
(16)

1 0 0 0 7 8 1 2 1 1 1 1 1

55 二重計上 データの二重入力 財務会計システムにデータを二重入力する。
1.3%
(5)

0 2 2 0 1 0 2

58
分類誤りによる

計上
システムへの科目入力ミス

財務会計システムへの入力時に、使用する科
目を誤る。

0.3%
(1)

1 0 0 0 0 0

60 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時
において、発注内容と異なる物品を収納する。

5.3%
(20)

2 3 5 6 4 0 1 2 1 1 1 1 1 1

65 現金の紛失 現金を紛失する。
0.3%
(1)

0 1 0 0 0 0 1

68 二重計上 二重発注 備品を二重に発注する。
0.3%
(1)

0 0 0 0 1 0

81 公共施設における事故
地方公共団体が所管する施設において事故が
発生する。

3.7%
(14)

4 3 3 2 2 0 1 1 1 1 1

108 収入事務 未収金の回収
9.2%
(35)

9 8 6 3 6 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1

109 事務執行 事務執行
4.2%
(16)

0 5 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100％
（379）

85 104 57 47 52 34 0 0 0 5 2 6 0 0 0 7 7 7 0 55 8 6 10 5 0 0 5 5 0 4 5 2 3 0 1 4 6 5 2 1 0 0 8 9 2

55 60 39 32 43 27 0 0 0 3 2 4 0 0 0 3 5 5 0 29 6 5 6 4 0 0 3 2 0 2 2 2 3 0 1 4 4 3 2 1 0 0 6 7 2

※1　この表は、「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成21年3月：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したものです。　　　

　　　また、これら一覧のリスクに該当しないものとして、さらに「No.108　未収金の回収」「No.109　事務執行」を追加しています。

※2　割合（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100とならない場合があります。

※3　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2、3年度において保健衛生部の定期監査は実施していません。（資料①）

※4　随時監査における指摘事項です。（資料①、②）

※5　件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。

旧市民生活部合計（①＋②）割合
※2

自然災害・事故

選挙管理委員会
経済部・

農業委員会
福祉部市長公室

行政部・
公平委員会

工事検査室

大項目

業

務

の

効

率

的

か

つ

効

果

的

な

遂

行

プロセス

業

務

に

関

わ

る

法

令

等

の

遵

守

リスク合計

報

告

の

信

頼

性

の

確

保

書類･情報の
管理

事案件数（重複なし）

経

営

体

リ

ス

ク

（
そ

の

他

の

リ

ス

ク

）

そ

の

他

資

産

の

保

全

資産管理

支払誤り

収入誤り

消防本部 まちづくり推進部 都市建設部保健衛生部
危機管理部

（旧都市防災部）

①
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参考　指摘事項（リスク件数内訳）

定期監査等実施部等（一般会計・特別会計）【グループ②】

No.
※1 中項目 小項目 具体例 R7 R5 R3 R7 R5 R3 R7 R5 R3 R7 R7 R5 R4

※4 R3 R7 R5 R3 R7
※4

R6
※4 R5 R3 R7 R5 R3 R7 R5 R4

※4 R3 R7 R5 R3 R2
※4 R7 R5 R3 R7 R5 R3 R5 R3 R5 R3 R2

※4

1 不十分な引継ぎ
人事異動や担当者の不在時の事務引継が十分
に行われないことにより業務が停滞する。

1

3 進捗管理の未実施
業務の実行過程において、業務の進捗状況を
管理していない。

4 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1

7 郵送時の相手先誤り
職員の不手際により、郵便物を大量に誤送す
る。

1 1

8 意思決定プロセスの無視
・新規業務を始める際に、業務の開始に関する
意思決定プロセスを無視する。
・支出負担行為書を起票せずに発注する。

1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1

11 委託業者トラブル 業者に委託した内容が、適切に履行されない。 1

14 ICT管理 コンピュータウィルス感染 コンピュータシステムがウィルスに感染する。 1

18 予算執行 不適切な契約内容による業務委託
不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託
する。

1

20 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。 1 1 1 1 1 2 1 1 1

26 書類の紛失 支払のために必要な書類が紛失した。 1 1

27 証明書の発行時における人違い 申請者を誤って証明書を発行する。 1

30 個人情報の漏えい・紛失
職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得
し、外部に漏えいする。

1 1 1 6 1 1 1

32 不正アクセス
コンピュータシステムが外部から不正アクセスを
受ける。

35 予算執行 勤務時間の過大報告 勤務時間報告を過大に報告する。 1

41 契約・経理関係 契約誤り（積算・仕様書誤り）
工事発注の際、積算金額や仕様書の記載誤
り、入札が中止となる。

1 1 1 1

44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
・請求金額と異なる金額を支払う。
・委員への報償費を別人の口座へ振り込む。

2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1

45 支払誤り（遅延） 請求書処理を失念し、支払いが遅れる。 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 6 1 1 1

46 不適正な補助金等の交付 補助基準に該当しない団体や個人等へ支払う。 1

47 収入誤り（債務者や債権額誤り）
・納入の通知に際して、記載する金額を誤り、徴
収額を誤る。
・施設利用料を別人の口座から引き落とす。

2 1 1 1 1 1 1 1

49 収入誤り（請求漏れ）
国・県等への補助金交付申請を失念し、補助金
を受けられない。

50 計上漏れ 検収漏れ
委託業者からの納品に関して、検収印を押し忘
れる。

1 1 1 1 1 1 1 1

55 二重計上 データの二重入力 財務会計システムにデータを二重入力する。 1 1 1

58 システムへの科目入力ミス
財務会計システムへの入力時に、使用する科
目を誤る。

1

60 資産管理 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時に
おいて、発注内容と異なる物品を収納する。

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

65 資産管理 現金の紛失 現金を紛失する。

68 二重計上 二重発注 備品を二重に発注する。 1

81 公共施設における事故
地方公共団体が所管する施設において事故が
発生する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1

108 収入事務 未収金の回収 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

109 事務執行 事務執行 1 1 1 2 2

2 0 0 10 4 3 16 6 6 11 14 10 0 13 8 7 4 0 0 13 2 0 0 0 23 13 0 15 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 3 3 0 6 1

1 0 0 6 3 3 8 3 6 9 8 7 0 10 6 6 4 0 0 6 2 0 0 0 16 10 0 11 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 4 1

※1　この表は、「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成21年3月：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したものです。　　　

　　　また、これら一覧のリスクに該当しないものとして、さらに「No.108　未収金の回収」「No.109　事務執行」を追加しています。

※2　割合（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100とならない場合があります。

※3　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2、3年度において保健衛生部の定期監査は実施していません。（資料①）

※4　随時監査における指摘事項です。（資料①、②）

※5　件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。

薬科大学
（R7～法人化）

基盤整備部 旧市民協働
推進部

分類誤りによる
計上

監査委員女子短期大学 教育委員会 会計管理者 議会
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全
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自然災害・事故
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令

等

の

遵

守

書類･情報の
管理

支払誤り

企画部 ぎふ魅力づくり
推進部

子ども未来部 環境部財政部・固定資産
評価審査委員会

市民協
働生活

部

②
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参考　指摘事項（リスク件数内訳）

定期監査等実施部等（企業会計）【グループ③】

割合※2

No.※1 中項目 小項目 具体例 （計） R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 R4 R3 R2

1 不十分な引継ぎ
人事異動や担当者の不在時の事務引継が十
分に行われないことにより業務が停滞する。

1.8％
（1）

1 0 0 0 0 0 1

3 進捗管理の未実施
業務の実行過程において、業務の進捗状況を
管理していない。

12.3％
（7）

2 1 2 0 0 2 1 2 2 2

8 意思決定プロセスの無視
・新規業務を始める際に、業務の開始に関する
意思決定プロセスを無視する。
・支出負担行為書を起票せずに発注する。

7.0％
（4）

0 0 0 3 1 0 1 1 1 1

20 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。
5.3％
(3)

0 1 0 1 1 0 1 1 1

30
書類･情報の

管理
個人情報の漏えい・紛失

職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得
し、外部に漏えいする。

5.3％
(3)

0 1 0 0 0 2 1 1 1

42
契約・経理

関係
不適切な価格での契約 不適切な価格での契約を受け入れる。

1.8％
（1）

0 0 0 0 1 0 1

44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
・請求金額と異なる金額を支払う。
・委員への報償費を別人の口座へ振り込む。

10.5％
（6）

1 2 2 1 0 0 1 2 1 1 1

45 支払誤り（遅延） 請求書処理を失念し、支払いが遅れる。
8.8％
（5）

1 1 1 0 0 2 1 1 2 1

47 収入誤り 収入誤り（債務者や債権額誤り）
・納入の通知に際して、記載する金額を誤り、徴
収額を誤る。
・施設利用料を別人の口座から引き落とす。

1.8％
（1）

1 0 0 0 0 0 1

48 収入誤り 収入誤り（遅延） 納税通知書の発送を失念し、徴収が遅れる。
1.8％
（1）

1 0 0 0 0 0 1

55 二重計上 データの二重入力 財務会計システムにデータを二重入力する。
3.5％
（2）

0 1 0 1 0 0 1 1

60 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時
において、発注内容と異なる物品を収納する。

8.8％
(5)

0 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1

66 現金の不適正な管理
定期的な金庫内の棚卸を実施しておらず、収納
金出納簿には記載のない現金が見つかる。

1.8％
(1)

1 0 0 0 0 0 1

70
不正確な金額
による計上

固定資産の処分金額の誤り 固定資産の処分金額を誤る。
1.8％
（1）

0 0 1 0 0 0 1

71 固定資産の処分処理の漏れ 固定資産の除売却・貸与処理を漏らす。
3.5％
(2)

0 0 0 2 0 0 1 1

108 収入事務 未収金の回収
21.1％
(12)

5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2

109 事務執行 事務執行
3.5％
（2）

0 1 0 0 0 1 1 1

100%
(57)

13 12 8 12 4 8 3 10 6 5 2 6 1 0 0 3 0 0 9 2 2 4 2 2

9 9 6 7 4 6 3 7 4 4 2 4 1 0 0 1 0 0 5 2 2 2 2 2

※1　この表は、「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成21年3月：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したものです。　　　

　　　また、これら一覧のリスクに該当しないものとして、さらに「No.108　未収金の回収」「No.109　事務執行」を追加しています。

※2　割合（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100とならない場合があります。

※3　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2、3年度において保健衛生部の定期監査は実施していません。（資料①）

※4　随時監査における指摘事項です。（資料①、②）

※5　件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。

※6　水道事業会計、下水道事業会計を合わせて上下水道事業部で計上しています。

上下水道事業部　※6合計（③） 市民病院 経済部中央卸売市場

大項目
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定期監査等の指摘事項件数推移（地方公共団体を取り巻くリスク別）（一般会計・特別会計）

No.1 不十分な引継ぎ No.3 進捗管理の未実施

No.7 郵送時の相手先誤り No.8 意思決定プロセスの無視

No.11 委託業者トラブル No.14 コンピュータウィルス感染

No.18 不適切な契約内容による業務委託 No.20 職員等の不祥事（勤務中）

No.26 書類の紛失 No.27 証明書の発行時における人違い

No.30 個人情報の漏えい・紛失 No.32 不正アクセス

No.35 勤務時間の過大報告 No.41 契約誤り（積算や仕様書誤り）

No.44 支払誤り（債権者や債務額誤り） No.45 支払誤り（遅延）

No.46 不適正な補助金等の交付 No.47 収入誤り（債務者や債権額誤り）

No.49 収入誤り（請求漏れ） No.50 検収漏れ

No.55 データの二重入力 No.58 システムへの科目入力ミス

No.60 不十分な資産管理 No.65 現金の紛失

No.68 二重発注 No.81 公共施設における事故

No.108 未収金の回収 No.109 事務執行

未収金の回収
支払誤り（遅延）

進捗管理の未実施
個人情報の漏えい・紛失

支払誤り（債権者や債務額誤り）

進捗管理の未実施 支払誤り（遅延）

支払誤り（遅延）

検収漏れ

進捗管理の未実施

検収漏れ

進捗管理の未実施
支払誤り（遅延）

未収金の回収個人情報の漏えい・紛失
意思決定プロセスの無視

意思決定プロセスの無視

意思決定プロセスの無視
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定期監査等の指摘事項件数推移（地方公共団体を取り巻くリスク別）（企業会計）

No.1 不十分な引継ぎ
No.3 進捗管理の未実施
No.8 意思決定プロセスの無視
No.20 職員等の不祥事（勤務中）
No.30 個人情報の漏えい・紛失
No.42 不適切な価格での契約
No.44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
No.45 支払誤り（遅延）
No.47 収入誤り（債務者や債権額誤り）
No.48 収入誤り（遅延）
No.55 データの二重入力
No.60 不十分な資産管理
No.66 現金の不適正な管理
No.70 固定資産の処分金額の誤り
No.71 固定資産の処分処理の漏れ
No.108 未収金の回収
No.109 事務執行

意思決定プロセスの無視 不十分な資産管理

未収金の回収

未収金の回収

35



参考　意見事項（リスク件数内訳）
定期監査及び行政監査（随時監査含む）の意見事項等の件数について、分類別と部等別における過去６年分の推移をまとめました。

定期監査等実施部等（一般会計・特別会計）【グループ①】

No.※1 中項目 小項目 具体例 （計） R7 R6 R5 R4 R3 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R7※4 R6 R4 R2 R6 R4 R3※3 R2※3 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R5※4 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2 R6 R4 R2

3 進捗管理の未実施
業務の実行過程において、業務の進捗状況を
管理していない。

7.0％
(4)

1 1 1 1 0 0 1

6 郵送時の手続ミス 公印を押さずに書類を郵送する。
3.5％
(2)

0 0 0 2 0 0 1 1

8 意思決定プロセスの無視
・新規業務を始める際に、業務の開始に関する
意思決定プロセスを無視する。
・支出負担行為書を起票せずに発注する。

7.0％
(4)

1 2 0 0 1 0 1 1

11 委託業者トラブル 業者に委託した内容が、適切に履行されない。
3.5％
(2)

0 0 0 2 0 0 2

17 予算消化のための経費支出
予算に剰余が生じた場合でも、経費を使い切
る。

1.8％
(1)

0 0 0 1 0 0

18 不適切な契約内容による業務委託
不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託
する。

1.8％
(1)

0 0 0 0 1 0

20 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。
12.3％
(7)

2 2 1 2 0 0 1 1 1 1

41 契約・経理関係 契約誤り（積算・仕様書誤り）
工事発注の際、積算金額や仕様書の記載誤
り、入札が中止となる。

7.0％
(4)

0 1 1 1 1 0 1 1

44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
・請求金額と異なる金額を支払う。
・委員への報償費を別人の口座へ振り込む。

7.0％
(4)

0 2 0 2 0 0 1 1 1

45 支払誤り（遅延） 請求書処理を失念し、支払いが遅れる。
5.3％
(3)

1 1 1 0 0 0 1

47 収入誤り 収入誤り（債務者や債権額誤り）
・納入の通知に際して、記載する金額を誤り、徴
収額を誤る。
・施設利用料を別人の口座から引き落とす。

1.8％
(1)

1 0 0 0 0 0 1

52 過大入力
収入金額よりも過大な金額を財務会計システム
に入力する。

1.8％
(1)

0 1 0 0 0 0 1

53 過少入力
収入金額よりも過少な金額を財務会計システム
に入力する。

3.5％
(2)

0 2 0 0 0 0 1 1

54 システムによる計算の誤り
給与システムにおける給与及び源泉徴収控除
等の計算を誤る。

1.8％
(1)

0 0 0 1 0 0 1

55 二重計上 データの二重入力 財務会計システムにデータを二重入力する。
3.5％
(2)

0 1 0 1 0 0

60 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時
において、発注内容と異なる物品を収納する。

5.3％
(3)

1 0 1 1 0 0 1

61 固定資産の非有効活用
把握しているホール等の公共施設、空き地、官
舎等が有効利用されていない又は処分すべき
資産を処分しない。

3.5％
(2)

0 0 0 2 0 0 1

65 資産管理 現金の紛失 現金を紛失する。
1.8％
(1)

1 0 0 0 0 0 1

81 自然災害・事故 公共施設における事故
地方公共団体が所管する施設において事故が
発生する。

8.8％
(5)

0 0 3 2 0 0 1 1

108 収入事務 未収金の回収
1.8％
(1)

0 1 0 0 0 0 1

109 事務執行 事務執行
10.5％
(6)

0 1 0 1 1 3 1 1 1 1

100%
(57)

8 15 8 19 4 3 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 2 0 5 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

4 9 7 14 4 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

※1　この表は、「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成21年3月：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したものです。　　　

　　　また、これら一覧のリスクに該当しないものとして、さらに「No.108　未収金の回収」「No.109　事務執行」を追加しています。

※2　割合（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100とならない場合があります。

※3　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2、3年度において保健衛生部の定期監査は実施していません。（資料①）

※4　随時監査における意見事項です。（資料①、②）

※5　件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。
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福祉部合計（①＋②） 市長公室 行政部・
公平委員会

工事検査室 経済部・
農業委員会
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旧市民生活部
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選挙管理委員会保健衛生部 危機管理部
（旧都市防災部）
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参考　意見事項（リスク件数内訳）

定期監査等実施部等（一般会計・特別会計）【グループ②】

No.
※1 中項目 小項目 具体例 R7 R5 R3 R7 R5 R3 R7 R5 R3 R7 R7 R5 R4

※4 R3 R7 R5 R3 R7
※4

R6
※4 R5 R3 R7 R5 R3 R7 R5 R4

※4 R3 R7 R5 R3 R2
※4 R7 R5 R3 R7 R5 R3 R5 R3 R5 R3 R2

※4

3 進捗管理の未実施
業務の実行過程において、業務の進捗状況を
管理していない。

1 1 1

6 郵送時の手続ミス 公印を押さずに書類を郵送する。

8 意思決定プロセスの無視
・新規業務を始める際に、業務の開始に関する
意思決定プロセスを無視する。
・支出負担行為書を起票せずに発注する。

1 1

11 委託業者トラブル 業者に委託した内容が、適切に履行されない。

17 予算消化のための経費支出
予算に剰余が生じた場合でも、経費を使い切
る。

1

18 不適切な契約内容による業務委託
不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託
する。

1

20 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。 1 1 1

41 契約・経理関係 契約誤り（積算・仕様書誤り）
工事発注の際、積算金額や仕様書の記載誤
り、入札が中止となる。

1 1

44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
・請求金額と異なる金額を支払う。
・委員への報償費を別人の口座へ振り込む。

1

45 支払誤り（遅延） 請求書処理を失念し、支払いが遅れる。 1 1

47 収入誤り 収入誤り（債務者や債権額誤り）
・納入の通知に際して、記載する金額を誤り、
徴収額を誤る。
・施設利用料を別人の口座から引き落とす。

52 過大入力
収入金額よりも過大な金額を財務会計システム
に入力する。

53 過少入力
収入金額よりも過少な金額を財務会計システム
に入力する。

54 システムによる計算の誤り
給与システムにおける給与及び源泉徴収控除
等の計算を誤る。

55 二重計上 データの二重入力 財務会計システムにデータを二重入力する。 1 1

60 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時
において、発注内容と異なる物品を収納する。

1 1

61 固定資産の非有効活用
把握しているホール等の公共施設、空き地、官
舎等が有効利用されていない又は処分すべき
資産を処分しない。

1

65 資産管理 現金の紛失 現金を紛失する。

81 自然災害・事故 公共施設における事故
地方公共団体が所管する施設において事故が
発生する。

3

108 収入事務 未収金の回収

109 事務執行 事務執行 1 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 5 3 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※1　この表は、「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成21年3月：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したものです。　　　

　　　また、これら一覧のリスクに該当しないものとして、さらに「No.108　未収金の回収」「No.109　事務執行」を追加しています。

※2　割合（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100とならない場合があります。

※3　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2、3年度において保健衛生部の定期監査は実施していません。（資料①）

※4　随時監査における意見事項です。（資料①、②）

※5　件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。
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参考　意見事項（リスク件数内訳）

定期監査等実施部等（企業会計）【グループ③】

割合※2

No.※1 中項目 小項目 具体例 （計） R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 R4 R3 R2

20 事件 職員等の不祥事（勤務中） 職員等が業務中交通事故を引き起こす。
40.0％
(4)

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

30 書類･情報の管理 個人情報の漏えい・紛失
職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得
し、外部に漏えいする。

10.0％
(1)

0 0 0 0 0 1 1

41 契約・経理関係 契約誤り（積算・仕様書誤り）
工事発注の際、積算金額や仕様書の記載誤
り、入札が中止となる。

10.0％
(1)

1 0 0 0 0 0 1

60 不十分な資産管理
資産が適切に把握されていない。備品購入時
において、発注内容と異なる物品を収納する。

20.0％
(2)

1 0 1 0 0 0 1 1

71 固定資産の処分処理の漏れ 固定資産の除売却・貸与処理を漏らす。
10.0％
(1)

0 0 1 0 0 0 1

72 固定資産の登録処理の漏れ 固定資産の登録を漏らす。
10.0％
(1)

0 0 1 0 0 0 1

100%
(10)

3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 1

3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1

※1　この表は、「内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革」（平成21年3月：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会）の＜地方公共団体を取り巻くリスク一覧（イメージ）＞を、本市の実態に合わせて記載したものです。　　　

　　　また、これら一覧のリスクに該当しないものとして、さらに「No.108　未収金の回収」「No.109　事務執行」を追加しています。

※2　割合（％）は、原則として小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100とならない場合があります。

※3　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2、3年度において保健衛生部の定期監査は実施していません。（資料①）

※4　随時監査における意見事項です。（資料①、②）

※5　件数については、事案ごとに、分類されたリスクの数をカウント（１つの事案が複数のリスクに分類される場合、当該リスクの数をカウント）し、算出しています。

※6　水道事業会計、下水道事業会計を合わせて上下水道事業部で計上しています。

上下水道事業部　※6市民病院 経済部中央卸売市場合計（③）
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定期監査等の意見事項件数推移（地方公共団体を取り巻くリスク別）（一般会計・特別会計）

No.3 進捗管理の未実施
No.6 郵送時の手続ミス
No.8 意思決定プロセスの無視
No.11 委託業者トラブル
No.17 予算消化のための経費支出
No.18 不適切な契約内容による業務委託
No.20 職員等の不祥事（勤務中）
No.41 契約誤り（積算・仕様書誤り）
No.44 支払誤り（債権者や債務額誤り）
No.45 支払誤り（遅延）
No.47 収入誤り（債権者や債権額誤り）
No.52 過大入力
No.53 過少入力
No.54 システムによる計算の誤り
No.55 データの二重入力
No.60 不十分な資産管理
No.61 固定資産の非有効活用
No.65 現金の紛失
No.81 公共施設における事故
No.108 未収金の回収
No.109 事務執行

事務執行

公共施設における事故
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No.20 職員等の不祥事（勤務中）

No.30 個人情報の漏えい・紛失

No.41 契約誤り（積算・仕様書誤り）

No.60 不十分な資産管理

No.71 固定資産の処分処理の漏れ

No.72 固定資産の登録処理の漏れ
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